
令和 6年度  第 7回管理組合理事会 議事録

管理組合理事長  今井 友 l‐l′

0同  時  令和 7々二1月 18日 (土 )

0場  所  羽戸出集会所 洋室

〇出席者  理事兼建 協委員 (定数 5)今井、十刊本、藤原、牧野 、松坂 (書記 )

監車 (定 牧 2)奥 円

建協委員兼理事 (定数 5)14原、柴 瞬、大久保、鳴に、有川

管埋組 合法人規約 第 ぷ章FT_事 会 第 42条 に基づき理 事会の議事は出席理事等の 2/3以 上の多数で可決ε

l)報告事項

● 会寿十
‐よ り報告はな し.

0 建築協定委員会 よ リキ&告 はな とンと

●  r給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計衣」を作成 し、税務署への提出を予定 している

0 理事長 よ り司法書 上f事務所 との下H談 内容が報告 された。

10残余財産の処分について                             |
1  本来は汚染施設ネほ持管理の為にブールされた金銭であるため、その対象となる不動産 |

| がな くなつた場 合、その構成員への返金が妥 」4と なる.

しか し寄附に関 しては、法律的には、法 人の規則変更 (解散、残余財産の処分方法

等)を経由す ることで、町内の関連団体等へ寄附を行 う事は可能である.ま た、残余財

にを自治会へ寄附する行為が ダメとい う先例実例は調べた ところ兄つか らないぅ

と′か し、お4治会への布トト|の 際に課呑たさオ1夕 た場 合 (課税 され るか税務署にて確認が必

要)、 税金が多 くなるのであれば寄附への総意 tD得 られない事が予想 され る。

2管理組合法メ＼ブ)律続について

訂F認可が前提ではないので当面存続 させる事は可能であるc

2)議題

● 第 6四 管理組、合理事会議事録の確認 を し、回覧資料 とした3

● 2月 に回覧資料 を展開す ることとした.

● 建築協定について、規定の作業を行 うだけではな く、新 しく住民になる方にも魅力的な街

となるよ うな視点で運営を行 うことが Z、 要ではないか との意見が共有 さねノた0

● 古!法 書士事務所 との1子目談内容の報告に基づ き、寄付を行 うための法 人規約変更の可能性

|こ 関 して議論 した.

● 総会議案書の作成 に向けて役害Ⅲ分担 とスケジュール を確認 した。

以i
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2025年 2月 15日

紀合員各位

2024年度理事長 今井友也

エスポアール宇治黄柴台園地管理組合員の皆様にはお世話になっ

管理組合法人は、団地内の汚水処理施設 (2002年 3月 に業務終了)の跡地の地権管

理を目的として、2006年 5月 に法人 として設立されました。その後、多 くの方々のご

尽力のおかげで、2023年 5月 の通常総会で汚水処理施設跡地はT治市に寄付すること

が決定され、2023年 7月 に宇治市への寄付が完了しました。

従いまして管理組合法人は当初の目的を達成 した状況にあ り、何 らかの処遇 を進め

ることが次の課題 となってお ります。今年 2024年 7月 及び 10月 にも回覧資料を展開

しま Lン たが、主に下記の点が懸念事項 として挙がっています。

組合員への分配、あるいは第二者

団体への寄付

● 建築協定運営委員会の運用 : 羽戸山では

に組み込 まれて-4本 となって運営されてい

には、管理組合に依存 しない運宮が必要

、建築協定運営委員会委員は管理組合

るため、管理組合法人が解散する場合

今期の理事会では、法人の残余預金は町内住民の公益のためとなるような寄付によ

り処分する方向性を探ってきました。「H又益を上げない『人格のない社回等』への寄付

であれば贈与税はかからないであろう」との税務署の見解が得られましたが、法律的

見地によれば、寄付のためには管理組合法人の規約を変更する必要があることが判明

しました。

そこで今年 5月 に開催の総会において＼規約の変更を議案の一つとして提案いた し

ます。規約の変更は、現約第 37条第 1項に基づき、総会の議事 として、組合員及び議

決権の各 4分の 3以上の多数決により決める必要がある重要な案件です。組合員の皆

様には積極的に総会での議決権を行使 tン ていただきますよう、理事―同を代表 してお

願いいた しますc

以 上


